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本重要事項説明書は、当施設との利用契約の締結を希望

される方に対して、社会福祉法第 76条に基づき、当施設

の概要や内容、施設支援の提供、契約上ご注意いただきた

いことを説明するものです。 

社会福祉法人都島友の会 

児童発達支援センター 

こども発達サポートステーションそれいゆ 
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１．事業者 

名 称 
社会福祉法人 都島友の会  

所在地 
大阪市都島区都島本通３－４－３ 

電話番号 
０６－６９２１－０３２１ 

代表者氏名 
理事長 渡久地 歌子 

設立年月日 
昭和 25年 3月 10日 

 

２．事業所の概要 

事業所の名称 
こども発達サポートステーションそれいゆ 

事業所の所在地 
大阪市都島区都島本通４丁目 10-10 

電話番号 

ＦＡＸ 

０６－６９２５－５５１０ 

０６－６９２５－５６００ 

管理者氏名 
 櫻井 雅子                   

事業の種類 児童発達支援センター 

事業の目的 社会福祉法人 都島友の会（以下「事業者」という。）が経営する、こど

も発達サポートステーション それいゆ（以下「事業所」という。）におい

て実施する、「児童発達支援センター」及び「保育所等訪問支援事業」

（以下「児童発達支援事業等」という。）の適切な運営を確保するため

に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営

管理を図るとともに、事業所に通園する障害児及び保育所等を利用

する障害児（以下「利用児」という。）並びに利用児にかかる給付決定

保護者（以下「保護者」という）等の意思及び人格を尊重し、適切な児

童発達支援事業等としての支援の提供の確保をすることを目的としま

す。 

事業の運営方針 
・事業所は、児童発達支援事業等の支援の提供にあたっては、療育

指導等により、利用児が、自立した日常生活または社会生活が営ま

れるように支援するとともに、保育所等の施設で、健常児との集団生

活に適応することができるよう支援することとし、利用児の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な

支援を行うものとします。・事業所の従事職員は、児童発達支援事業

等の支援の提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用児又は保護

者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行

うとともに、保育所等の利用児を対象とした場合は、保育所等のスタッ

フに対しての支援も行うこととします。・事業者は、児童発達支援事業

等の支援の質の評価を行い、常にその改善に努めることとします。 

前 3項の他、関係法令等を遵守して、事業を実施するものとします。 

療育の目的 児童福祉法に基づき、利用児童を保護するとともに、独立自活に必

要な知識、技能を与えるために、事業者が利用児童に対して必要な

療育等を行うことを目的とします。 

具体的には生活の質の向上等を図ることができるよう、毎日の通園を

通してのびのびと遊ぶことを保障し、遊びの中から自分でしてみようと

いう意欲を引き出すこととします。 



2023年 3月改定 

療育の方針 生活と遊びを通して、基本的な生活習慣を獲得していく為の支援、個

別指導や集団による遊びを通して、コミュニケーション能力を伸ばして

いく為の療育を提供します。また保護者へ適切な援助方法を指導しま

す。 

定員 30名 

 

３．営業日及び営業時間 

営業日 

及び 

営業時間 

営業日 月曜日から土曜日 

ただし、夏季休暇（事業所が定めた日）、12月 29日から１月 4日までと、

国民の祝日を除く。 

土曜については、事業所が定めた日とする。 

営業時間 月曜日から金曜日 9時から 17時、土曜日 9時から 15時 

サービス提供日 

及び 

サービス提供時間 

サービス提供日 月曜日から土曜日 

ただし、夏季休暇（事業所が定めた日）、12月 29日から１月 4日までと、

国民の祝日を除く。 

土曜日については、事業所が定めたサービス提供日とする。 

月曜日から金曜日 10時から 16時 30分、土曜日 10時から 13時 30分 

 

４．事業実施地域 

都島区、北区、城東区、鶴見区、旭区とする。なお、事業者が、実施可能と判

断した場合は、実施する地域の近隣区も含めて、実施地域とします。 

 

５．職員の体制 

＜各サービス提供時間帯の職員体制＞※職員の配置は、指定基準を遵守しています。 

  

 ＜本事業所の職員体制＞ 

職種 常勤 非常勤 最低

基準 

職務の内容 

1．管理者 1名  １名 サービス提供を管理 

2．児童発達支援管理責任者      1名  1名 療育を管理 

3・保育士兼相談支援専門員 1名  1名 療育及び相談支援事業を担当 

4・児童指導員 １名   療育、発達検査を担当 

5．保育士 6名 3名  

8名 

療育を担当 

6．公認心理師 

  兼・保育所等訪問支援員 

 1名 療育、保育所等訪問支援兼務

及び相談支援事業を担当 

7．看護師  1名  療育及び看護業務を担当 

8．事務員  1名  事務を担当 

9．自動車運転手   3名 

  (請負業者) 

   利用児童の送迎 

10．嘱託医  3名  内科検診：来島泰秋 

歯科検診：元原秀高 

眼科検診：鹿野清 
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６．施設設備の概要 

（１）施設 

 

 

（２）主な設備 

設備の種類 室数 

指導訓練室 3 

遊戯室 １ 

事務所・医務室 １ 

調理室 １ 

相談室 １ 

トイレ 1 

静養室 １ 

 

７．児童発達支援を提供する主な対象児 

 児童発達支援事業等を提供する主な対象児は次の通りとします 

  知的障がい児・身体障がい児・精神障がい児・難病児 

 

８．支援計画と支援内容 

（１）「個別療育支援計画」と「支援」内容 

  当施設では、下記の支援内容から個別療育支援計画を作成し、それに基づいた支援を提供

します。この個別療育支援計画は、利用児童の課題と意向を把握し、当該児童の処遇方針に

ついても検討会を開催して作成しますが、保護者に事前に説明をし、同意を得ることとしてい

ます。また、「個別療育支援計画書」は保護者に交付しますので、保護者は同計画についての

説明を求め、意見を述べることや変更を求めることができることとしています。 

<支援内容> 

①生活スキルの向上 

 排泄、食事、着脱等の活動を支援します。（毎日、個々の状態に合わせた時間帯） 

②社会適応力向上支援 

 個々の児童が社会適応力を高め、本人の意図を伝えられるようになる為の支援をします。

（毎日の生活の中に取り入れます） 

③運動発達支援 

児童の成長発達を支える為に、体育活動を通して健全な体つくりを目指します。 

④レクリエーション 

お楽しみ会（毎月 1回療育の中で取り組みます） 

⑤園の行事 

家族ふれあいＤＡＹ（年 2 回）、クリスマス会、もちつきなどの行事を通し、社会的な習慣を学

びます。また家族に参加してもらうことで、児童の園での生活を知ってもらいます。 

⑥親子通園 

 親子通園を通して、児童との接し方を学んでもらう機会をもち、児童と一緒に楽しい活動を 

共感することで、対人関係の基礎となる親子の関係を深めます。 

建物 構造 鉄筋コンクリート 4階建 

延べ床面積 ２，１９５．５８平方メートル（1階部分 310．94平方メートル） 

敷地面積           １，５７１．２９平方メートル 
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⑦個別療育では、通常の療育を通じて、個々の児童に合った支援方法を保護者と一緒に考え

ていきます。（個別療育支援計画の月を除く） 

⑧懇談では、児童の生活面を中心に保護者の相談に応じ、学期ごとの個別療育支援計画の

内容を確認します。（前期、後期に各 1回程度）クラスの担当者が同席することとします。 

⑨健康管理 

 基本的には、保護者に健康管理をお任せしていますが、年に 2 回嘱託医による内科検診を

実施します。年に 1回眼科検診、歯科検診を実施します。 

⑩食事 

食事場面を通して、要求の伝え方や食事の楽しさを知っていきます（ただし、食事の提供に

要する費用は別途いただきます）。 

⑪発達検査 

 発達検査をして、児童の発達を支える側面の様子について詳しく調べます。 

⑫送迎サービス 

 通園バスで送迎を行います。児童の居住地からバス停を割り出し、１周 1時間程度の範囲で

毎年コースを決めています。バス停が利用できない方、バス通園を希望されない方は直接

登降園して頂きます（月曜日から土曜日）。 

親子通園日は直接登降園となります 

⑬療育時間外 

 通常の療育時間外については、事務所にご相談下さい。 

⑭家庭訪問による支援 

ア）個別療育支援計画に位置づけ保護者の了解を得て、家庭訪問し、利用児童や家族への

支援、指導を実施します。（月 2回を限度） 

 イ）利用児童が 5日以上連続して利用がなかった場合、その児童の居宅を訪問し、家庭の状

況を確認し、保護者の同意の上で支援します（月 2回が限度） 

 

９．保護者から受領する費用の種類及びその額 

   保護者は、施設支援の提供に対する負担額（以下「施設利用料金」という。）として、次のと

おり事業者に支払うこととします。 

（１）障害児施設給付費の１割（定額負担）負担（１割の定率負担につきましては、世帯の課税

状況により負担額の上限が定められています。加算Ⅰ・4600 円、加算Ⅱ・0 円、対象外

37200円） 

（２）障害児施設給付費の加算（家庭連携加算・訪問支援特別加算）の対象となった場合は、そ

の１割負担 

（３）障害児施設給付費支給対象以外の負担 

①給食費…１日あたりの基準給食費は、400円 

 ＊負担上限利用額により異なる（加算Ⅰ・230円、加算Ⅱ・70円、対象外 400円） 

②レクリエーション活動などに係る実費負担 

 ＊保護者会費…月 600円 

③個人的な都合による支援を提供する場合は、これに伴う実費負担 

④個人帰属する物品等の提供は、実費負担 

⑤支援記録などの開示に伴う複写費用などの実費負担 

⑥前日 17時までに欠席連絡が無い場合は、当日欠席加算１割負担及び給食費が発生しま

す。 

 

以上の施設利用料金の負担をしていただくこととなります。 
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（４）施設利用料金のお支払い方法 

施設利用料金は、１ヶ月毎に計算し、施設利用翌月の中旬までに請求書をお渡しします

ので、その月の末日までにお支払ください。 

     当事業所の窓口で現金支払い 

 ＊保護者から支払いを受けた場合は当該費用にかかる領収書を当該費用を支払った保護者

に交付いたします。 

 

１０ 施設利用に関する留意事項 

（１）個別支援内容の変更 

    「個別療育支援計画書」の内容の変更を希望されるときは、いつでも、ご相談ください。 

また、個別療育支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。 

（２）受給者証の確認 

    「住所」や「保護者負担額」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、 

    速やかに事業者にお知らせください。また、事業者から「受給者証」の確認をさせていた 

だく場合には、ご提示ください。 

（3） 児童発達支援事業等の支給決定を受けること 

（4） 事業所の管理及び支援の提供のために行う必要な指示に反する行為をしないこと 

（5）注意事項 

病気や通院などのため、事業所に通園できない場合は、前日までにご連絡ください。 

当日、体調不良などで急に通園できない場合は当日の 8時 30分から 8時 50分までにご

連絡ください。 

① 連絡ノートは、保護者と事業所の間における利用児童に関する重要な情報交換の手

段となりますので、毎日必ず目を通して頂き、ご記入願います。 

 

② 利用児童の投薬は、原則として通園時間外でお願いします。通園時間内に投薬が必

要な場合はおくすり連絡表と伴に薬に利用児童名を明記して、1 回分だけをお持ちくだ

さい。 

③ 感染症への感染が認められる場合には、他の利用児童の安全を確保するため医師の

登園に関する意見書を受け取ってから通園をしていただきます。 

 

１１．支援実施記録の管理 

（１）支援記録の管理 

当施設では、個別療育支援計画をクラスの年間目標を元に期ごとの個別療育支援計画

（短期目標）をクラス担当職員が保護者の意向を踏まえ、発達検査の結果を参考にしなが

ら目標の確認をして決め、その結果を記録し、保護者にその内容のご確認をいただきます。

内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、個別療育支援計画及

び支援の提供の記録は、施設支援の終了日から 5年間保存します。 
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（２）情報の管理、開示 

  当施設では、関係法令や社会福祉法人都島友の会個人情報保護規程に基づいて、利用

児童やその家族に関する記録や情報を適切に管理し、保護者の求めに応じてその内容を

開示します。 

 

１２．緊急時・事故発生等における対応 

1．児童発達支援の提供中に利用児童の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速

やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、必要であれば病院で受

診します。保護者と連絡が取れなかった場合は園の判断で病院を受診します。 

  連携医療機関 

秋桜会クリニック 郵便番号 534-0021 

            住所 大阪市都島区都島本通 5-14-11 

            電話 06-6922-0303 

ひまわりの郷診療所 郵便番号 534-0021 

            住所 大阪市都島区都島本通 4-10-19 

            電話 06-6924-8880 

２. 事業者は、療育などの実施に当たって傷害保険に加入し、事故が発生した時には、保 

護者や大阪府、大阪市などに連絡し適切な措置を講じることとします。 

大阪市福祉局障がい施策部障がい支援課   電話番号  ０６－６２０８－８０７２ 

 

事業所は、療育などの実施にあたって、事業所の責任と認められる事由によって当施設利

用児童に損害を与えた場合には、速やかに利用児童の損害を賠償することとします。 

保険会社名  三井住友海上火災株式会社     保険の種類  施設賠償保険 

 

１３．非常災害対策 

   事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行うものとする。 

 

１４．苦情解決のための措置 

（１）当施設における相談、苦情の受付 

提供した支援事業に関して、利用者等からの苦情があった時は、迅速かつ適正に対応

するため、苦情受付の窓口を設置します。 

 

施設支援に対する苦情やご意見、施設利用料金のお支払いや手続きなどに関するご相談、

利用児童の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 相談、苦情受付担当〈主任〉 舟田弥永子 

○ 苦情解決責任者〈施設長〉    櫻井雅子 

○ 受付時間   毎週月曜日から金曜日  ９時から１７時 
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こども発達サポートステーションそれいゆ   

電話番号 ０６－６９２５－５５１０ 

 

苦情解決のための手順 

窓口 舟田弥永子に苦情の内容をお知らせください。 

↓ 

苦情解決責任者 櫻井雅子に内容を報告し解決のための話し合いをします。 

↓ 

解決策を申請者にお知らせします。 

 

（２）苦情解決委員会 

 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用児童や保護者の立場や権利に配慮した中立公

正、適切な対応を推進するために法人に苦情解決委員として第三者委員を選任していま

す。 

 ・（社福） 水仙福祉会理事長 松村 寛  

・（社福） 旭ヶ丘学園 上田達志    

 ・（社福） 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 中島進 

  

 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

  ○支給決定区の連絡先 別紙参照     

  ○大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 

大阪府社会福祉協議会 

  

運営適正化委員会 

電話番号  ・０６－６１９１－３１３０ 

ＦＡＸ     ・０６－６１９１－５６６０ 

受付時間  月曜日から金曜日   10時から 16時 

住所：大阪市中央区中寺 1-1-54 大阪社会福祉指導センタ

ー内 

 

１５．虐待防止のための措置 

事業者は、利用児童又は他の利用児童などの生命又は身体を保護するためやむをえない

場合を除いて、身体拘束その他利用児童の行動を制限する行為を行いません。 

事業者は、利用児童に対する虐待を早期に発見して、迅速かつ適切な対応を図るために、

次の措置を講じるものとします。障がい児者虐待防止検討委員会を設置しています。 

 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 櫻井雅子（児童発達支援センター 管理者） 

（２）苦情解決体制を整備しています。 

 （３）従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修の実施をします。 

 （４）成年後見制度の利用を支援します。 
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１６．個人情報保護のための措置 

（１）事業所は、その業務上知り得た利用者等児童及びその家族の個人情報については、個

人情報の保護に関する法律等関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとします。 

（２）従事職員であった者に、業務上知り得た利用児童又はその家族等の秘密を保持するため、

従事職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を雇用契約において定

めるものとします。 

（３）事業者は、サービス担当者会議、または他の障がい福祉サービス事業者等に対して、利

用児童等及びその家族に関する個人情報を提供する際には、あらかじめ文章により、利

用児童等及び家族の同意を得るものとします。 

 

１７.．第三書評価の実施状況 

（１）実施年月日 平成２７年９月１日 

（２）評価機関  大阪府社会福祉協議会 福祉サービス第三者評価センター 

 

サービス提供開始予定年月日 

 

     年  月  日 

 

                         

説明年月日 

 

  年  月  日 

 

当事業所の施設支援提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

管理者氏名    こども発達サポートステーションそれいゆ   

櫻井雅子   

説明者氏名     櫻井雅子           印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

保護者住所            

 

氏名                      印 

 

代理人住所            

 

氏名                印 


